
民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明 正誤表 

 
【平成２５年５月２日付け】 

○目次ⅷ頁 
 第４１，２の見出し 
  誤「委任者の金銭の消費についての責任」 
  正「受任者の金銭の消費についての責任」 

 
○１１７頁 
 第１０，４の（概要）３行目 
  誤「大判明治３９年１０月２９日民録１２輯６４１頁等」 
  正「大判明治３９年１０月２９日民録１２輯１３５８頁等」 

 
○２０５頁 
 第１６，５の（概要）２行目 
  誤「前記２参照」 
  正「前記３参照」 

 
○３７１頁 
 第３０，３の本文４行目 
  誤「上記２」 
  正「前記２」 

 
○３７５頁 
 第３０，５の本文末尾 
  誤「無効とする。」 
  正「無効とするものとする。」 

 
○４８１頁 
 第４０，２(3)の（概要）第３段落２行目 
  誤「注文者の責任」 
  正「注文者の権利」 

 
○４８９頁 
 第４１，２の見出し 
  誤「委任者の金銭の消費についての責任」 



  正「受任者の金銭の消費についての責任」 

 
 

【平成２５年７月４日付け】 

○目次ⅷ頁 
 第４３，２の見出し 
  誤「寄託者の自己執行義務」 
  正「受寄者の自己執行義務」 

 
○５頁 
 第１，２の（補足説明）５の第１段落５行目 
  誤「どうように悪性が高く」 
  正「同様に悪性が高く」 

 
○８頁 
 第２の（補足説明）２の第３段落２行目 
  誤「どの程度の理解していることが」 
  正「どの程度の理解をしていることが」 

 
○２２頁 
 第３，２の（補足説明）３(4)の４行目以下 
  誤「要するとすべきでである」 
  正「要するとすべきである」 

 
○２８頁 
 第３，３の（補足説明）２(4)の３行目以下 
  誤「識らなかった」 
  正「知らなかった」 

 
○２８頁 
 第３，３の（補足説明）２(4)の５行目 
  誤「この考え方はによれば」 
  正「この考え方によれば」 

 
○３２ページ 
 第３，４の（補足説明）３(1)の第２段落１６行目 



  誤「意思表示が到達したとみなされるされる」 
  正「意思表示が到達したとみなされる」 

 
○６０頁 
 第５，４の（補足説明）３の第２段落１４行目 
  誤「改正しないことととしている」 
  正「改正しないこととしている」 

 
○６３頁 
 第６，１の（概要）第３段落２行目 
  誤「民法１３０条」 
  正「民法第１３０条」 

 
○１３４頁 
 第１１，１の（補足説明）２の第４段落７行目 
  誤「無意味であるととして」 
  正「無意味であるとして」 

 
○１４３頁 
 第１２，１の（補足説明）２(1)の第１段落１６行目 
  誤「同項はを削除するものと」 
  正「同項を削除するものと」 

 
○１８９頁 
 第１６，１の（補足説明）２(2)の第３段落１行目 
  誤「本文(2)は」 
  正「本文(1)第２文は」 

 
○２１１頁 
 第１７，１の（補足説明）１の第２段落１行目 
  誤「主債務の内容」 
  正「保証債務の内容」 

 
○２３０頁 
 第１７，６，(2)の（補足説明）第３段落８行目 
  誤「前記第２７，２参照」 



  正「後記第２７，２参照」 

 
○２９３頁 
 第２２，９の（補足説明）３の第３段落２行目以下 
  誤「滅失若しくは損傷のおそれがないとき」 
  正「滅失若しくは損傷のおそれがあるとき」 

 
○３４８頁 
 第２８，２の（補足説明）第１段落４行目 
  誤「保護するべきであるいう」 
  正「保護するべきであるという」 

 
○３５８頁 
 第２８，７の（補足説明）３の第２段落２行目 
  誤「承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは」 
  正「指定した行為を完了するのに相当な期間を経過するまでは」 

 
○３７１頁 
 第３０，２の（補足説明）２(3)の第３段落１０行目 
  誤「相手方に事業者に赴いて」 
  正「相手方に事業所に赴いて」 

 
○３８５頁 
 第３２の（補足説明）２の第３段落４行目 
  誤「なお，，本文イの」 
  正「なお，本文イの」 

 
○３９１頁 
 第３３の（補足説明）３の第１段落１０行目 
  誤「完成させなけば」 
  正「完成させなければ」 

 
○４７２頁 
 第４０，１の（概要）第１段落３行目 
  誤「完成させることができなくなかった場合」 
  正「完成させることができなくなった場合」 



 
○４７２頁 
 第４０，１の（概要）第２段落１６行目 
  誤「完成して始めて」 
  正「完成して初めて」 

 
○５１２頁 
 第４３，２の表題 
  誤「寄託者の自己執行義務（民法第６５８条関係）」 
  正「受寄者の自己執行義務（民法第６５８条関係）」 

 
○５１２頁 
 第４３，２の（注）１行目 
  誤「『受寄者の承諾を得たとき，」 
  正「『寄託者の承諾を得たとき，」 

 


